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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

 
改
正
後

 改
正
前

 
（
保
育
所
等
と
の
連
携
）

 （保育所等との連
携
）

 
第
６
条

 （略） 第
６
条

 （略） 
２
・
３

 （略） ２
・
３

 （略） 
４

 町長は、次の各号のいずれかに該当する                        
 

                                         ときは、第１項第３号の 規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 ４
 町長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係 る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号

        
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
（
１
）

 町長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たっ
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用
乳
幼
児

を
優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の
他
の
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の

提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引

き
続
き
必
要
な
教
育
又
は
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い

る
と
き
。

 （
新
設
）

 
（
２
）

 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る
連
携
施
設
の
確
保
が
、
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。
（
前
号
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

 （
新
設
）

 
５

 前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的保 育
事
業
者
等
は
、
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
町
長
が
適
当

と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と

し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 ５
 前項                                の場合において、家庭的保 育
事
業
者
等
は
、
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
町
長
が
適
当

と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と

し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
１
）
・
（
２
）

 （略） （１）・（
２
）

 （略） 
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資料１



江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

 
改
正
後

 改
正
前

 
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）

 （居宅訪問型保育事
業
）

 
第
３
７
条

 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供する
も
の
と
す
る
。

 第
３
７
条

 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供する
も
の
と
す
る
。

 
（
１
）
～
（
３
）

 （略） （１）～（
３
）

 （略） 
（
４
）

 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法
律
第
１
２
９
号
）
第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
等
を
い
う
。
）
の
乳

幼
児
の
保
護
者
が
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
場
合
又
は
保
護
者
の
疾

病
、
疲
労
そ
の
他
の
身
体
上
、
精
神
上
若
し
く
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
家
庭

に
お
い
て
乳
幼
児
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
へ
の
対
応
等
、
保
育
の
必

要
の
程
度
及
び
家
庭
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
居
宅
訪
問
型
保
育
を
提
供
す
る
必

要
性
が
高
い
と
町
が
認
め
る
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育

 （
４
）

 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法
律
第
１
２
９
号
）
第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
等
を
い
う
。
）
の
乳

幼
児
の
保
護
者
が
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
場
合

                                                                                                                  への対応等、保育の必 要
の
程
度
及
び
家
庭
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
居
宅
訪
問
型
保
育
を
提
供
す
る
必

要
性
が
高
い
と
町
が
認
め
る
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育

 
（
５
）

 （略）   附 則 こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 （
５
）

 （略） 
 

2



江
差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

 
改
正
後

 改
正
前

 
（
あ
つ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
）

 （あつせん、調整及び要請に対する協
力
）

 
第
７
条

 （略） 第
７
条

 （略） 
２

 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項 に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
当
該
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項
（
同
法
第

７
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
４
０
条

第
２
項
及
び
第
４
２
条
第
４
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 ２
 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項 に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
当
該
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項
（
同
法
第

７
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

                                                    。）の規定により市町 村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
あ
つ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
）

 （あつせん、調整及び要請に対する協
力
）

 
第
４
０
条

 （略） 第４
０
条

 （略） 
２

 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに係る特定地 域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項

                                                                の規定によ り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 ２
 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに係る特定地 域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項
（
同
法
第
７
３

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
）

 （特定教育・保育施設等との連
携
）

 
第
４
２
条

 （略） 第４
２
条

 （略） 
２
・
３

 （略） ２
・
３

 （略） 
４

 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき                    
 

                                               は、第１項第３号
４

 町長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に 係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
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江
差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

 
改
正
後

 改
正
前

 
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

  の規定を適用しないこととすることがで
き
る
。

 
（
１
）

 町長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行う
に
当
た
っ
て
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を

受
け
て
い
た
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
措
置
そ
の

他
の
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際

し
て
、
当
該
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護

者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
必
要
な
教
育
・
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必

要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。

 （
新
設
）

 
（
２
）

 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
前
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）
。

 （
新
設
）

 
５

 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域型保 育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
町
長

が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行

う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 ５
 前項                            の場合において、特定地域型保 育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
町
長

が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行

う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
１
）
・
（
２
）

 （略） （１）・（
２
）

 （略） 
６
～
９

 （略）    附 則 こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 ６
～
９

 （略） 
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江差町高度無線環境整備推進事業 

 

１ 事業目的     江差町全域に光ファイバによる情報通信基盤を整備することで、同一町内
における情報格差を是正し、新型コロナウイルス禍の「新たな日常」への対

応や情報通信基盤教育や医療、農業などの分野において情報通信技術（ＩＣ

Ｔ・ＩｏＴ）の活用を実現させるもの。 

 

２ 事業期間     令和２年９月～令和４年３月 

 

３ 事業費     ７３，５５５千円（負担金補助及び交付金）      【財源：臨時交付金（第 3次）37,193千円、起債 36,300千円、一般財源 62千円】 

 

４ 事業概要     総務省高度無線環境整備推進事業（民設民営一部負担金方式）を活用して、
民間事業者（ＮＴＴ東日本）により町内全域に光回線を敷設整備し、整備費

の一部を負担する。 

（１） 令和４年３月敷設工事完了、同５月光サービス提供開始予定 

（２） 光サービス提供開始前、住民に対しサービス利用加入促進を実施 

（３） 上記と同時に当該事業実施要件である無線局開設（計画）として、
各家庭負担での家庭用Ｗｉ－Ｆｉ整備を促進する 
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整備地域地図

2/3
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3/3

整備地域地図
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業  
【事業区分：Ⅱ 雇用の維持と事業の継続～暮らしを支え、守りきる～】 

新生児特別定額給付金給付事業 
【町民福祉課】 

１．事業目的 
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において実施された特別定額給付金の基準日（令和２年

４月２７日）後に生まれた子どもは同給付金の対象外のため、町の独自事業として感染予防対策及

び育児応援のため、令和２年４月２８日から令和３年３月３１日までに生まれた子ども１人につき

１０万円を、世帯主（令和２年４月２７日以前から引き続き江差町に住所を有する者に限る）に給

付する。 
２．事業費 
２，７００千円（２７名×１００千円） 

３．事業概要 
・給付対象者 
特別定額給付金の基準日（令和２年４月２７日）後に、生まれた新生児（令和２年４月２８日か

ら令和３年３月３１日生まれ）  ・給付額 
新生児１人につき１０万円 
・受給権者 
給付対象者の属する世帯の世帯主（原則）で、令和２年４月２７日以前から引き続き江差町に住

所を有する者   
8
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インフルエンザ予防接種支援 （地方創生臨時交付金事業） 

 

● 目的 

高齢者及び乳幼児等のインフルエンザの重症化予防とともに、新型コロナウイルス感染症

との鑑別診断が必要となる医療機関への負担軽減を図ることを目的とする。 

 

● 対象者 

江差町に住所を有する 

⓵65歳以上 

⓶60～64 歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制

限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活

がほとんど不可能な程度の障害を有する者 

③生後 6か月～中学 3年生 

※①②は 「予防接種法 定期予防接種 B類疾病」対象者 

 

● 助成額 

接種費用全額助成 

 

● 助成方法 

町内医療機関での接種 現物給付 

町外医療機関での接種 償還払い 

 

● 補正予算額 

１２，２７５千円 

     一般会計 12,275千円 （国保会計繰出金 2,492千円含む） 

     国保会計  2,492千円 （一般会計繰入金） 
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業  
【事業区分：Ⅰ 感染防止】 
老人福祉センター換気設備改修  

【高齢あんしん課】 

  
【事業区分：Ⅰ 感染防止】 
在宅型総合福祉施設「まるやま」換気設備改修  

【高齢あんしん課】 

 

１．事業目的   社会福祉拠点であり、下町の緊急避難場所に指定されている江差町老人福祉センター
における新型コロナウイルス感染症予防対策として、日常的な利用の安心安全を守り、

緊急時における集団感染を予防できるよう換気設備の改善を図る。  
２．事業期間 

令和２年９月～令和２年１１月  
３．事業費   １，７０２千円  
４．事業概要 

各排煙窓への網戸新設とオペレーターの調整・交換 
①網戸設置 施設全体 ３４枚   ②排煙装置 １０か所 

１．事業目的   通所介護（デイサービス）の提供が行われており、市街地の緊急避難場所に指定され
ている江差町在宅型総合福祉施設まるやまにおける新型コロナウイルス感染症予防対

策として、日常的な利用の安心安全を守り、緊急時における集団感染を予防できるよう

換気設備の改善を図る。  
２．事業期間 

令和２年９月～令和２年１１月  
３．事業費   １，５７８千円  
４．事業概要 

各排煙窓への網戸新設とオペレーターの調整・交換 
①網戸設置 施設全体 ３０枚   ②排煙装置 ８か所  
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業  
【事業区分：Ⅱ 雇用の維持と事業の継続】 
一般廃棄物収集運搬事業者給付金給付  

【総務課】 

                      

１ 事業目的   感染リスクの高い、一般廃棄物収集運搬事業者に対し、新型コロナウイルス感染予防
対策にかかる給付金支援を行うことで、新型コロナウイルス感染拡大防止及び雇用の

維持を図る。  
２ 事業期間  令和２年９月～１０月（申請～給付）  
３ 事業費   ４００千円  
４ 事業概要   江差町に住所を有し、南部桧山衛生処理組合の収集委託を受けている、江差町内の一

般廃棄物収集運搬事業者に対して、１事業者あたり２００千円を給付する。  

11
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“新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業”

漁業者経営維持化安定対策事業の概要
＜2020.９.２ 産業振興課＞

◇事業の目的
新型コロナウイルス感染症の拡大により、水産物や加工品の価格の低下、
在庫の滞留等、厳しい経営環境にある漁業者に対し、事業継続の後押し
や、経済活動の下支えを図ることを目的に緊急支援を行うものである。
◇対象者
江差町内に住所を有する、ひやま漁業協同組合江差支所に所属する正
組合員を対象とする。
◇支援内容
上記対象者1人あたり65,000円を支給する。
（※令和2年第2回江差町議会臨時会にて可決した「漁業者経営維持化安
定対策事業」をもとに残額1/2分を支援する。）
◇事業費 4,550千円
＜積算根拠：65,000円×70名＞

年度

魚種
数量

(㌧)

金額

(千円)
単価(円)
(1キロ当たり)

数量

(㌧)

金額

(千円)
単価(円)
(1キロ当たり)

単価(円)
(1キロ当たり)

いか 12.1 7,857 647 5.2 4,078 785 +6.9 234% +3,779 193% -138

ます 11.8 7,643 649 19.0 13,425 706 -7.2 62% -5,782 57% -57

やりいか 0.1 234 1,599 0.2 333 1,595 -0.1 70% -99 70% 4

ひらめ 13.3 7,529 565 12.2 9,990 821 +1.1 109% -2,460 75% -255

たこ 47.4 23,415 494 46.7 25,949 555 +0.7 102% -2,534 90% -62

なまこ 10.1 57,405 5,703 13.7 101,641 7,445 -3.6 74% -44,236 56% -1,742

うに 19.4 17,138 884 19.3 24,819 1,288 +0.1 101% -7,681 69% -404

紅ズワイ 236.6 81,615 345 400.6 142,805 356 -164.1 59% -61,190 57% -11

総合計 350.8 202,836 578 516.9 323,041 625 -166.0 68% -120,205 63% -47

(出典：ひやま漁協調べ)

R2(4月～7月) R1(4月～7月) R2/R1同期対比

ひやま漁協江差支所水揚状況（R2年度,4～7月）:

数量

(㌧)

金額

(千円)
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◇事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける漁協の経営負担の軽減を図
るため、漁協が行う水産資源の付加価値向上に向けた取組に対し、広域
事業として、北海道及びひやま漁業協同組合構成町が支援を行うもので
ある。

◇対象者
ひやま漁業協同組合

◇取組内容
大型魚箱（1トン）を購入し、鮮度保持及び作業効率の向上、経費の節減
等を図る。

◇補正予算要求額
500千円
＜事業費の全体像＞

区　　分 支援額 魚箱配置数 備　　　考

江差町 500 6 江差支所

上ノ国町 500 6 上ノ国支所

乙部町 500 6 乙部支所

奥尻町 500 6 奥尻支所

せたな町 500 18 瀬棚支所・大成支所・貝取澗支所

八雲町 500 6 熊石支所

ひやま漁協 500 2

北海道 2,000 -

計 5,500 50

（単位：千円）

“新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業”

漁協経営継続緊急支援事業の概要
＜2020.９.２ 産業振興課＞

外寸：1700×1240×730mm
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

コロナに負けるな！

“エエ町江差”みんなの商品券事業の概要
＜2020.９.２ 産業振興課＞

◇事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の消費活動が低迷するな

か、町民の家計支援を行うとともに、町内事業所又は店舗での消費を促
すことによる経済の好循環を推進することを目的に、町民全員に町内で活
用できる商品券を配布する。
◇配布対象者
江差町に住民登録されている全町民を対象とする。
（基準日：令和2年10月1日）

◇配布する商品券
江差町が発行する「“エエ町江差”みんなの商品券」を町民1人あたり
5,000円（1,000円券×５枚）分配布する。
◇配布の方法
簡易書留にて、世帯主に対し世帯員全員分の商品券を発送する。
なお、不在者や施設入所者等については、定額給付金の例を参考に対

応する。
◇利用期間
発行日から令和3年1月末日までとする。

◇事業の実施方法
取扱店の募集や事業周知、換金等の事務を江差商工会へ委託する。

◇事業予算
【総事業費 4３,０００千円】

金　額

窓付封筒印刷等 200

消耗品等 200

商品券印刷代 500

11 役務費 2,200 商品券発送（簡易書留） 2,200

商品券換金代 37,000

消耗品等 100

ステッカー等印刷代 650

振込手数料 300

事務費（額面額の５％以内） 1,850

43,000計

（単位：千円）

内　　　　　　訳

12 委託料 39,900

区　分

10 需用費 900

14

資料10



ア
ク
リ
ル
板
設
置

間
隔
表
示

※
間
隔
を
あ
け
て
3
ヵ
所

座
敷
席
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
設
置

町
営
レ
ス
ト
ラ
ン
感
染
拡
大
防
止
対
策
事
業

【
追
分
観
光
課
】

【
目

的
】

町
営
レ
ス
ト
ラ
ン
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
と
し
て
、
業
種
別
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
感
染

予
防
対
策
を
講
じ
、
安
心
し
て
利
用
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
。

【
概

要
】

○
レ
ジ
カ
ウ
ン
タ
ー
へ
ア
ク
リ
ル
仕
切
板
の
設
置

○
レ
ジ
前
順
番
待
ち
の
間
隔
誘
導
表
示
の
設
置

○
座
敷
席
の
各
テ
ー
ブ
ル
間
へ
の
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
設
置
（
4
か
所
）

【
事
業
費
】

３
３
０
千
円

中
央
座
敷
席

窓
側
座
敷
席

15

資料11



江差追分会館換気設備改修事業

総事業費

　換気設備改修事業　　　１２，５３２千円

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第２次）対象事業】

事業概要

　江差追分会館は、町の主要観光施設であり実演鑑賞等多くの観光客が観覧するこ

とから、新型コロナウイルス感染対策を図る観点で、換気を改善するために、鉄製

排煙窓の改良及び新たに網戸を設置する。　

　①排煙窓［ステンレス］改良　　 ８箇所（網戸８箇所設置含む）

　②排煙窓［アルミ］改良　　　　 ６箇所（網戸６箇所設置含む）

　③網戸設置［既存排煙窓箇所］　１５箇所

役
場
庁
舎
側

海　側

伝習演示室

①排煙窓［ステンレス］８箇所

　（網戸８箇所含む）

②排煙窓［アルミ］６箇所

　（網戸６箇所含む）

③網戸６箇所

③網戸７箇所

③網戸２箇所

２　階

16
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事業目的

男 14 3 11 6 0 5 9 和式10ﾌﾞｰｽを5ﾌﾞｰｽに変更、和式便器5撤去

女 25 11 14 10 0 4 21 和式9ﾌﾞｰｽを5ﾌﾞｰｽに変更、和式便器4撤去

計 39 14 25 16 0 9 30

男 7 4 3 3 0 0 7

女 11 6 5 5 0 0 11

計 18 10 8 8 0 0 18

男 6 3 3 3 0 0 6

女 10 6 4 4 0 0 10

計 16 9 7 7 0 0 16

男 27 10 17 12 0 5 22

女 46 23 23 19 0 4 42

計 73 33 40 31 0 9 64

男 5 3 2 2 0 0 5

女 9 3 6 6 0 0 9

計 14 6 8 8 0 0 14

学校分事業費合計：31,171千円

男 15 7 8 4 4 0 15

女 30 15 15 9 4 2 28 ２箇所で和式２台、ブース２面を撤去し洋式へ改修

計 45 22 23 13 8 2 43

江差小学校
（17,270千円）

南が丘小学校
（3,960千円）

江差北小学校
（4,663千円）

小学校合計
（25,893千円）

　新型コロナウイルス等の感染の一因として、水洗トイレの便器洗浄時に病原体を含み飛散
するエアロゾルが危険視されている。本事業により和式トイレを洋式化し、病原体の飛散を
防ぎ、感染リスクの軽減を図る。

改修後
の総数

備考

現在
の数

和式整備内訳
改修後
の総数

備考
洋式化 残置 撤去内和式内洋式

施設名
（事業費）

改修後
の総数

備考
洋式化 残置 撤去

施設名
（事業費）

江差北中学校
（5,278千円）

江差町文化会館
（7,832千円）

学校・避難所等トイレ洋式化改修

現在
の数

和式整備内訳

現在
の数

施設名
（事業費）

内洋式 内和式

和式整備内訳

洋式化内和式内洋式 残置 撤去

17
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学校再開感染症対策・学習保障等支援事業 

 

 １ 事業目的・概要 

   臨時休業後の各学校の再開に際し、感染症対策を徹底しながら児童及び生徒の学習保障する

ための取組を行うに当たり、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応することができるよう、教師が

児童・生徒の理解度をより高める授業を行うために活用するプロジェクターやスクリーン、実

物投影機、テレビなどの大型提示装置等を整備する。 

 

 ２ 事 業 費  10,932千円（小学校費：6,533千円、中学校費：4,399千円） 

 

 ３ 事業費等内訳                           （単位：千円） 

    

    

 ４ 事業期間  令和２年９月から令和３年３月まで 

 

 ５ 補助事業名 

    学校保健特別対策費事業費補助金（学校再開に伴う感染症・学習保障等に係る支援事業） 

     補助率：2分の 1 

     補助上限額：1,000千円 

  

 
数量 金　額 数量 金　額 数量 金　額

プロジェクター 18 3,885 5 1,548 23 5,433

スクリーン 17 962 17 962

プロジェクター台等附則品 13 748 3 241 16 989

実物投影機 6 581 6 581

ホワイドボードスタンド 2 1,100 2 1,100

大型テレビ、設置台 1 338 4 1,289 5 1,627

タブレットスタンド 5 19 3 23 8 42

プリンター 3 198 3 198

計 6,533 4,399 10,932

歳入 教育費国庫補助金 3,000 2,000 5,000

備　考

歳出

小学校費 中学校費 合　　計
品　名

18
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学校遠隔学習機能強化事業 

 

 １ 事業目的・概要 

   学校の臨時休業等の際に、学校と児童生徒のやり取りが同時双方向で円滑にできるよう、 

学校側で使用するカメラやマイクなどの遠隔学習等に対応した設備を整備する。 

 

 ２ 事 業 費  400千円（小学校費：240千円、中学校費：160千円） 

 

３ 事業費等内訳                           （単位：千円） 

    

 

 ４ 事業期間  令和２年９月から令和３年３月まで 

 

 ５ 補助事業名 

    公立学校情報機器整備費補助金（学校からの遠隔学習機能の強化事業） 

     補助率：２分の１ 

     補助上限額：１校当たり 17,500円 

 

 
数量 金　額 数量 金　額 数量 金　額

カメラ、マイク等 3組 240 2組 160 5組 400

計 240 160 400

歳入 教育費国庫補助金 52 35 87

備　考

歳出

小学校費 中学校費 合　　計
品　名
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修学旅行貸切バス追加借上支援事業 

（新型コロナウイルス感染症予防対策） 

 

 １ 事業目的・概要 

   修学旅行で利用する貸切バスを増便することにより車内での密接を回避し、新型コロナウイ

ルス感染のリスクを低減図ることを目的に、通常１台利用する貸切バスを２台に増やすことに

より要する２台目の費用を支援する。 

 

 ２ 事 業 費  737千円（小学校費：262千円、中学校費：475千円） 

 

 ３ 事業費等内訳                          （単位：千円） 

    

    

 ４ 事業期間  令和２年１０月、１１月 

 

 

 
数量 金　額 数量 金　額 数量 金　額

乗務員宿泊費 2 37 2 37

大型貸切バス 1 251 1 389 2 640

有料道路料金等 1 11 1 49 2 60

計 262 475 737

※ 小学校費：南が丘小・江差北小合同（青森県内）、中学校費：江差中学校（青森・秋田・岩手県）

備　考

歳出

小学校費 中学校費 合　　計
項　　　　目

20

資料16



 

 

家庭学習対策通信機器整備支援事業 

 

 １ 事業目的・概要 

   臨時休業等の際に、児童生徒へ貸出可能なモバイル Wi－Fi ルーター等を一定数整備してお

くことにより、Wi－Fi 環境が整えられない家庭においてもインターネットを活用した家庭学

習等が可能のとなる通信環境を提供し、学びの継続を支援する。 

 

 ２ 事 業 費  1,447千円（小学校費：840千円、中学校費：607千円） 

 

 ３ 事業費等内訳                          （単位：千円） 

    

    

 ４ 事業期間  令和２年９月から令和３年３月まで 

 

 ５ 補助事業名 

    公立学校情報機器整備費補助金（家庭学習のための通信機器整備支援事業） 

     補助率：定額 

     補助上限額：可搬型機器１式当たり１万円 

  

 
数量 金　額 数量 金　額 数量 金　額

17 276 13 211 30 487

モバイルWi－Fiルーター 17 204 13 156 30 360 可搬型

Wi－Fiルーター 30 360 20 240 50 600 据置型

小計 47 564 33 396 80 960

840 607 1,447

歳入 170 130 300教育費国庫補助金

機器歳出

計

備　考
小学校費 中学校費 合　　計

通信費

項　　　　　目

21

資料17



◎
概
要

単
位
：
千
円

〇
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

上
旬
中
旬
下
旬
上
旬
中
旬
下
旬
上
旬
中
旬
下
旬
上
旬
中
旬
下
旬
上
旬
中
旬
下
旬
上
旬
中
旬
下
旬
上
旬
中
旬
下
旬

シ
ス
テ
ム
改
修

1
基
本
設
計

設
計

2
マ
ス
タ
設
計

設
計

3
住
基
・
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
改
修

開
発

4
総
合
テ
ス
ト

テ
ス
ト

5
関
連
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
テ
ス
ト

テ
ス
ト

6
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
動
作
検
証

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

戸
籍
情
報
・
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
改
修

内
　
　
容

分
類

令
和
2
年
9
月

令
和
2
年
1
0
月

令
和
2
年
1
1
月

令
和
2
年
1
2
月

令
和
3
年
1
月

令
和
3
年
2
月

令
和
3
年
3
月

戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
改
修

（
財
源
更
正
）

〃
1
0
/
1
0

(
千
円
未
満
切
捨
)

2
,
2
1
6

1

4
,
9
2
8

当
初
予
算
計
上
済

4
,
9
2
8

▲
4
,
9
2
8

事
業
名

住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
改
修

（
補
正
予
算
）

補
助
率

総
務
省
所
管

　
社
会
保
障
・
税
番
号
シ
ス
テ
ム
整
備
費
補
助
金

（
国
外
転
出
者
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
の

　
利
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

1
0
/
1
0

(
千
円
未
満
切
捨
)

補
助
区
分

2
,
2
1
7

（
今
回
補
正
）

予
算
額

財
源

国
庫
補
助
金

一
般
財
源

・
令
和
元
年
５
月
成
立
の
デ
ジ
タ
ル
手
続
法
に
伴
い
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
国
外
転
出
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
確
実
な
本
人
確
認
を
実
施
す
る
た
め
、
国
外
転
出
後
も
利
用
可

能
な
「
戸
籍
の
附
票
」
を
個
人
認
証
の
基
盤
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
、
国
外
転
出
者
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
公
的
個
人
認
証
の
利
用
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

・
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
よ
り
提
示
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
改
造
仕
様
書
に
適
応
す
る
た
め
に
必
要
な
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
及
び
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
行
う
も
の
。

・
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
改
修
に
か
か
る
費
用
の
増
額
補
正
、
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
改
修
に
つ
い
て
は
、
財
源
更
正
を
行
う
も
の
。
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令和２年度江差町文化会館南側外壁補修工事　説明資料

事 務 事 業 名

担 当 課 係 名 　江差町教育委員会社会教育課

　令和２年度江差町文化会館南側外壁補修工事

　１，０２３千円（１４節）総 事 業 費

　外壁鉄筋露出部補修（300×300以内）８箇所
　外部鉄筋露出部補修（300×600以内）１箇所
　外部タイル浮き部張替　２０枚

施 行 内 容

経 過 と 現 状

　築３０年が経過しており施設が老朽化している状況にあります。南側外
壁において外壁コンクリートのクラックや鉄筋の腐食が原因による外壁の
爆裂、コンクリート下地のタイル貼り部分が浮いている状況等、外壁の状
態が悪いことが確認できます。
　今後、雨水等が浸入することによる腐食の進行や冬期間の凍害による被
害拡大が懸念され、屋内への雨漏りなど施設維持の観点から補修工事を取
り進めるもの。
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　９６４千円（１２節）総 事 業 費

　移動観覧席の外観、各部の取付状態、動作、電気関係の点検を行い現在
の状況を確認するもの。
　・外観点検５項目（外観状態を目視等により確認）
　・各部取付状態点検７項目（部品の締結状態を確認）
　・動作点検１３項目（動作中及び停止後の状態を確認）
　・電気関係８項目（制御装置の機器、配線の状態を確認）

業 務 内 容

経 過 と 現 状

　開設当初より、大ホールに移動観覧席が配備され３０年が経過し、移動
観覧席も不具合がでてきている。現在、中央最前列座席の安全装置が機能
していない状態にあり使用不能となっており、大ホールの役割及び機能を
発揮できていない状況にあります。このため、本保守点検を行い、利用者
への安心安全なサービスを提供するため取り進めるもの。

令和２年度江差町文化会館移動観覧席保守点検業務　説明資料

事 務 事 業 名

担 当 課 係 名 　江差町教育委員会社会教育課

　令和２年度江差町文化会館移動観覧席保守点検業務
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北
海
道
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
約

 新旧対照表 
改

 正 案 
現

 行 
附

 則（令和元年市町村第１１０５号指令） 
（
略
）

 
附

 則 
こ
の
規
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
８
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
北
海

道
知
事
の
許
可
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

  別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

 組合を組織する地方公共団体 
管
内

 市町村・一部事務組合及び広域連合 
石
狩
振
興
局
（
１
１
）

 （略）、石狩教育研修センター組合         、北海道後期高齢者医療広域連合（略） 
渡
島
総
合
振
興
局
（
１
５
）

  （
略
）
、
長
万
部
町

          、南渡
島
消
防
事
務
組
合
（
略
）

 
（
略
）

 （略） 
空
知
総
合
振
興
局
（
３
１
）

 （略）、長幌上水道企業団               、南空知公衆衛生組合（略） 
（
略
）

 （略）  別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

 
共
同
処
理
す
る
事
務

 共同処理する団体 
１
～
７
（
略
）

 （略） 
８
（
略
）

 （略） 
９

 地方公務員災害補償 法
（
昭
和
４
２
年
法
律
第

１
２
１
号
）
第
６
９
条
の

規
定
に
基
づ
く
非
常
勤
の

職
員
の
公
務
上
の
災
害
又

は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対

す
る
補
償
に
関
す
る
事
務

 （
略
）
、
石
狩
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
組
合

         、北海道後期高齢者医療広域連合、道央 廃
棄
物
処
理
組
合

          、南渡島
消
防
事
務
組
合
（
略
）
、
長
幌
上
水
道
企
業
団

               、南空知公衆衛生組合 （
略
）

 
１
０
（
略
）

 （略） 
 

附
 則（令和元年市町村第１１０５号指令） 

（
略
）

     別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

 組合を組織する地方公共団体 
管
内

 市町村・一部事務組合及び広域連合 
石
狩
振
興
局
（
１
２
）

 （略）、石狩教育研修センター組合、札幌広域 圏
組
合
、
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
略
）

 
渡
島
総
合
振
興
局
（
１
６
）

  （
略
）
、
長
万
部
町
、
山
越
郡
衛
生
処
理
組
合
、
南
渡

島
消
防
事
務
組
合
（
略
）

 
（
略
）

 （略） 
空
知
総
合
振
興
局
（
３
２
）

 （略）、長幌上水道企業団、奈井江、浦臼町学 校
給
食
組
合
、
南
空
知
公
衆
衛
生
組
合
（
略
）

 
（
略
）

 （略）  別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

 
共
同
処
理
す
る
事
務

 共同処理する団体 
１
～
７
（
略
）

 （略） 
８
（
略
）

 （略） 
９

 地方公務員災害補償 法
（
昭
和
４
２
年
法
律
第

１
２
１
号
）
第
６
９
条
の

規
定
に
基
づ
く
非
常
勤
の

職
員
の
公
務
上
の
災
害
又

は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対

す
る
補
償
に
関
す
る
事
務

 （
略
）
、
石
狩
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
組
合
、
札
幌
広
域

圏
組
合
、
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
、
道
央

廃
棄
物
処
理
組
合
、
山
越
郡
衛
生
処
理
組
合
、
南
渡
島

消
防
事
務
組
合
（
略
）
、
長
幌
上
水
道
企
業
団
、
奈
井

江
、
浦
臼
町
学
校
給
食
組
合
、
南
空
知
公
衆
衛
生
組
合

（
略
）

 
１
０
（
略
）

 （略） 
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北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約新旧対照表 
新 旧 

本則 略 
附 則（令和２年３月２７日告示第４号） 抄 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日 
から施行する。 

附 則 
この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日  
から施行する。 

本則 略 
附 則（令和２年３月２７日告示第４号） 抄 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日 
から施行する。  

別表 別表  組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合  組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合  ⑴ 市町村 （略）  ⑴ 市町村 （略）  ⑵ 一部事務組合及び広域連合  ⑵ 一部事務組合及び広域連合 
区  分 一部事務組合及び広域連合 

石狩管内 （略） 
渡島管内          南渡島衛生

施設組合、渡島西部広域事務組

合、南渡島消防事務組合、渡島廃

棄物処理広域連合 
檜山管内 （略） 
後志管内 （略） 
空知管内 長幌上水道企業団、北空知衛生セ

ンター組合             、空知教育センター組
合、中空知衛生施設組合、南空知

公衆衛生組合、中空知広域市町村

圏組合、西空知広域水道企業団、

滝川地区広域消防事務組合、深川

地区消防組合、砂川地区広域消防

組合、南空知消防組合、砂川地区

保健衛生組合、月新水道企業団、

桂沢水道企業団、北空知広域水道

企業団、石狩川流域下水道組合、

中空知広域水道企業団、南空知葬

斎組合、空知中部広域連合 
上川管内～根

室管内 （略） 
 

区  分 一部事務組合及び広域連合 
石狩管内 （略） 
渡島管内 山越郡衛生処理組合、南渡島衛生

施設組合、渡島西部広域事務組

合、南渡島消防事務組合、渡島廃

棄物処理広域連合 
檜山管内 （略） 
後志管内 （略） 
空知管内 長幌上水道企業団、北空知衛生セ

ンター組合、奈井江、浦臼町学校

給食組合、空知教育センター組

合、中空知衛生施設組合、南空知

公衆衛生組合、中空知広域市町村

圏組合、西空知広域水道企業団、

滝川地区広域消防事務組合、深川

地区消防組合、砂川地区広域消防

組合、南空知消防組合、砂川地区

保健衛生組合、月新水道企業団、

桂沢水道企業団、北空知広域水道

企業団、石狩川流域下水道組合、

中空知広域水道企業団、南空知葬

斎組合、空知中部広域連合 
上川管内～根

室管内 （略） 
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北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（略） 

附 則（令和2年5月25日総行市第45

号許可） 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行する。 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行する。 

 

別表第１ 

（略） 

北海道市町村職員退職手当組合 

          

北部桧山衛生センター組合 

（略） 

北海道市町村総合事務組合 

              

十勝中部広域水道企業団 

（略） 

釧路白糠工業用水道企業団 

        

南空知葬斎組合 

（略） 

 

（略） 

附 則（令和2年5月25日総行市第45

号許可） 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行する。 

 

 

 

 

 

別表第１ 

（略） 

北海道市町村職員退職手当組合 

山越郡衛生処理組合 

北部桧山衛生センター組合 

（略） 

北海道市町村総合事務組合 

奈井江、浦臼町学校給食組合 

十勝中部広域水道企業団 

（略） 

釧路白糠工業用水道企業団 

札幌広域圏組合 

南空知葬斎組合 

（略） 
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資料23



 

氏  名  加か  澤ざわ 優ゆ香子か こ

 

 

 

生年月日  昭和３７年１１月１３日生（５７歳） 

 

 

住  所  檜山郡江差町字泊町２４３番地 

 

 

最終学歴  昭和５８年３月  小樽女子短期大学英文科卒業 

 

 

職 歴 等  平成１２年 1月  函館薬剤師会相談員       平成１４年７月  ㈱ニチイ学館       平成１５年４月  檜山支庁総務部社会福祉課（母子自立支援員）       平成１６年４月  檜山保健福祉事務所保健環境部保健行政室（母子自立支援員） 
平成２５年４月           から現在  檜山振興局保健環境部社会福祉課（母子父子自立支援員） 

 

 

公 職 等  平成１０年１１月から平成２０年９月  江差町社会教育委員       平成２０年１０月から平成２４年９月  江差町教育委員会委員（第１期）       平成２４年１０月から平成２８年９月  江差町教育委員会委員（第２期）       平成２８年１０月から現在         江差町教育委員会委員（第３期） 
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資料24



 
氏  名   横よこ 野の  晃こう 一いち   
生年月日   昭和３１年３月１１日生（６４歳）    
住  所   江差町字中歌町２５番地の４   
最終学歴   昭和５３年 ３月       東京工芸大学卒業   
主な職歴   昭和５８年 ４月       ㈲ヨコノ印刷 入社         

平成２０年１１月       ㈲ヨコノ印刷 代表取締役          
公職歴等   平成２３年１０月から現在   江差町固定資産評価審査委員会委員        平成３０年 ６月から現在   江差町選挙管理委員会委員   
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【
令
和
２
年
度
 
国
・
道
へ
の
要
望
等
状
況
一
覧
】

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
令
和
２
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
８
月
3
1
日
）
 

要
望
団
体

 
要
 
 
望
 
 
内
 
 
容
 

要
 
望
 
先
 

備
 
 
考
 

江
差
町

 
光
フ
ァ
イ
バ
ー
整
備
に
係
る
支
援
に
つ
い
て

 
長
谷
川
 
岳
総
務
副
大
臣

 
６
月
２
６
日
 

（
東
京
都
）
 

高
規
格
幹
線
道
路
「
木

古
内
・
江
差
間
」
整
備

促
進
協
議
会

 

（
事
務
局
：
江
差
町
）
 

高
規
格
幹
線
道
路
「
函
館
・
江
差
自
動
車
道
」
の
整
備
に
お
け
る
木
古

 

内
・
江
差
間
の
早
期
事
業
着
手
に
つ
い
て

 

 

国
土
交
通
省
北
海
道
局
 

国
土
交
通
省
道
路
局
 

財
務
省
主
計
局
 

北
海
道
内
選
出
国
会
議
員

 

北
海
道
開
発
局
 

北
海
道
開
発
局
函
館
開
発

建
設
部
 

７
月
１
日
 

（
要
望
書
郵
送
）
 

※
檜
山
地
域
振
興
 

協
議
会
経
由
 

江
差
町

 
・
高
規
格
幹
線
道
路
「
函
館
・
江
差
自
動
車
道
」
の
整
備
に
お
け
る
木

古
内
・
江
差
間
の
早
期
事
業
着
手
に
つ
い
て

 

・
道
立
江
差
病
院
の
機
能
維
持
・
充
実
に
つ
い
て

 

・
栽
培
漁
業
の
推
進
に
つ
い
て

 

・
農
業
競
争
力
基
盤
整
備
強
化
特
別
対
策
事
業
の
実
施
期
間
の
延
長
に

 

つ
い
て
 

・
新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
な
ど
に
関
す
る
要
望
に
つ
い
て

 

北
海
道
議
会
民
主
・
 

道
民
連
合
議
員
会
 

８
月
２
１
日
 

（
江
差
町
）
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